
第四次下野市行政改革大綱実施計画

　 　 （ 令和２ 年度 ～ 令和６ 年度）

令和２ 年１ 月

令和５ 年６ 月改定

下　 野　 市



基本方針における 推進項目及び実施項目 １

１ 　 質の高い行政サービ ス の推進 ４

（ １ ） 市民参画の推進と 協働型社会の構築 ４

（ ２ ） 公正の確保と 透明性の向上 ６

（ ３ ） 市民サービ ス 等における 利便性の向上 ８

（ ４ ） 民間活力活用の推進 １ ０

２ 　 効率的・ 効果的な行政経営の推進 １ ２

（ １ ） 職員の適正管理と 組織の強化 １ ２

（ ２ ） 職員の意識改革と 人材育成の推進 １ ４

（ ３ ） 業務改善の推進 １ ５

（ ４ ） 広域行政の推進 １ ７

３ 　 将来にわたり 持続可能な財政運営の推進 １ ９

（ １ ） 健全財政の堅持 １ ９

（ ２ ） 税収等の財源確保と 経費適正化（ 抑制） の推進 ・ ・ ・ ・ ２ ０

（ ３ ） 公共施設等の適正配置と 管理 ２ ３

（ ４ ） 地方公営企業・ 第３ セク タ ー等の経営健全化の推進 ・ ・ ・ ・ ２ ５

改定履歴 ２ ７

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

１ . 　 こ の実施計画は、 「 第四次下野市行政改革大綱」 の具体的な取組を記述し たも のであり 、
　 　 市の行政改革のアク ショ ンプラ ンと し て、 その着実な実施を図っていく も のです。

目　 　 　 次

２ . 　 第四次下野市行政改革大綱の実施期間は、 令和２ 年度から 令和６ 年度ま での５ 年間と し て
　 　 いま す。
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基本
方針

整理
番号

実施項目 所管課 頁

1 協働のし く みづく り の推進 市民協働推進課 4

2 審議会等の効果的な運営の推進 総合政策課 4

3 環境基本計画の推進 環境課 4

4 生涯学習によ る 協働のま ちづく り の推進 生涯学習文化課 5

5 総合型地域ス ポーツ ク ラ ブと の連携 ス ポーツ 振興課 5

6 学校運営協議会活動の充実 学校教育課 5

1 情報発信の強化 総合政策課 6

2 わかり やすい公文書等の推進 総務人事課 6

3 適切な情報提供の実施 財政課 6

4 公会計制度への適切な対応 財政課 7

5 入札制度の合理化と 透明化 契約検査課 7

1 個人番号カード を 利用し たコ ンビニ交付の拡大
市民課
税務課

8

2
個人番号カード を 活用し た自治体独自サービス
の検討

総合政策課 8

3 権限移譲事務の受入れ 総合政策課 8

4 多様な納入方法の検討 税務課 9

1 指定管理者制度導入の推進 総合政策課 10

2
大松山運動公園における 指定管理者制度導入等
の検討

ス ポーツ 振興課 10

3 公立保育園の民営化 こ ど も 福祉課 10

4 学童保育事業の民間活力の活用 こ ど も 福祉課 11

5 ゆう がおパーク の活性化 農政課 11

基本方針における 推進項目及び実施項目

推進項目

2
公正の確保と 透明
性の向上

1
　
質
の
高
い
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
推
進 3

市民サービス 等に
おける 利便性の向
上

4
民間活力活用の推
進

市民参画の推進と
協働型社会の構築

1

1



基本
方針

整理
番号

実施項目 所管課 頁

基本方針における 推進項目及び実施項目

推進項目

1 定員適正化計画の推進 総務人事課 12

2
人事評価制度によ る 能力・ 実績に基づく 人事管
理の実施

総務人事課 12

3 組織機構の見直し 総務人事課 12

4 会計年度任用職員等の確保 総務人事課 13

1 職員人材育成基本方針等の推進 総務人事課 14

2 若手職員や女性職員の登用拡大 総務人事課 14

3 職員提案制度の活用 総合政策課 14

1 行政評価シス テム の着実な運用 総合政策課 15

2 Ｉ Ｃ Ｔ 活用によ る ス マート 自治体への転換 総合政策課 15

3 庁内文書電子化と 電子決裁の推進 総務人事課 15

4 文書管理の効率化 総務人事課 16

5 工事検査・ 業務委託評定の適正な運用 契約検査課 16

6 タ ブレ ッ ト を活用し た議会Ｉ Ｃ Ｔ 化の推進 議事課 16

1 広域行政の連携 総合政策課 17

2 石橋地区消防組合と の連携 安全安心課 17

3 小山広域保健衛生組合（ 救急医療等） と の連携 健康増進課 17

4
小山広域保健衛生組合（ 一般廃棄物処理等） と
の連携

環境課 18

2
　
効
率
的
・
効
果
的
な
行
政
経
営
の
推
進

4

1
職員の適正管理と
組織の強化

2
職員の意識改革と
人材育成の推進

3 業務改善の推進

広域行政の推進

2



基本
方針

整理
番号

実施項目 所管課 頁

基本方針における 推進項目及び実施項目

推進項目

1
財政健全化に向けた計画の定期的な見直し と 財
政指標の公表

財政課 19

2 予算査定の改革 財政課 19

1 市税収納率の向上 税務課 20

2 保育料・ 学童保育料の徴収率の向上 こ ど も 福祉課 20

3 補助金の公正な見直し 財政課 20

4 公共工事コ ス ト 縮減プロ グラ ムの推進 契約検査課 21

5 市単独給付事業の見直し 高齢福祉課 21

6 産業振興計画の推進 商工観光課 21

7 学校関係情報シス テム導入事務の適正化 教育総務課 22

8 定住促進に向けた取組 総合政策課 22

1 公共施設等総合管理計画の充実 総合政策課 23

2 公共施設の有効活用のための方針の検討 総合政策課 23

3 Ｐ Ｐ Ｐ ／Ｐ Ｆ Ｉ の推進 総合政策課 23

4 低・ 未利用財産の適正管理 総務人事課 24

5 公用車・ 駐車場の適正管理 総務人事課 24

1 水道事業の安定給水の確保と 経営の安定化 水道課 25

2 下水道事業の健全経営の推進 下水道課 25

3 （ 公財） 下野市農業公社の活性化 農政課 25

4 （ 一社） 下野市観光協会の活性化 商工観光課 26

5 （ 一財） グリ ムの里いし ばし の活性化 生涯学習文化課 26

3
　
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
推
進

4
地方公営企業・ 第
３ セク タ ー等の経
営健全化の推進

1 健全財政の堅持

2
税収等の財源確保
と 経費適正化（ 抑
制） の推進

3
公共施設等の適正
配置と 管理

3



１ 　 質の高い行政サービ ス の推進
（ １ ） 市民参画の推進と 協働型社会の構築

年度計画
数値目標等

○し も つけ環境市民
会議と の協働によ る
環境基本計画の推進

環境フ ェ ア参加者
数： 70名

　 　 　 　 ⇒

環境フ ェ ア参加者
数： 80名

　 　 　 　 ⇒

環境フェ ア参加者
数： 100名

　 　 　 　 ⇒

環境フェ ア参加者
数： 120名

　 　 　 　 ⇒

環境フ ェ ア参加者
数： 140名

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 2

内容

審議会等に多様性を確保する ため、 「 下野市審議会等の設置及び運
営等に関する 要綱」 に基づく 委員構成（ 公募委員２ ０ ％以上、 男女
構成比率各３ ０ ％以上） の実現を図り 、 市民協働によ る 審議会等の
効果的な運営によ り 、 市民サービス の向上等を推進し ま す。 ま た、
市政への市民参加の促進に資する ため、 審議会等の適正な情報公開
についても 推進し ま す。

所管課 総合政策課

整理番号 3

内容

「 下野市環境基本計画」 に基づき 、 市民、 市民団体、 事業者、 市が
協働によ り 、 それぞれの役割分担と パート ナーシッ プのも と に事業
の展開を図り 、 計画を 推進し ま す。 なお、 その協働への入口と し
て、 環境フ ェ アへの参加を促進する など 、 環境問題への関心を 高め
る 取組に努めま す。所管課 環境課

体系

1
実施項目 環境基本計画の推進

課題

計画が目指す環境像や基本目標の実現には、 市及び市民等の各主体
が環境の保全と 創造に対する 自ら の役割を理解し 、 環境パート ナー
シッ プのも と 取組を積極的に進めていく こ と が重要であり 、 市民等
の環境意識の向上のため、 更なる 啓発と 情報提供に努める 必要があ
り ま す。

1

年度計画
数値目標等

　 　 　 実施

委員構成比の目標達
成審議会等の割合
➣公募委員： 55％
➣男女構成比率：
60％

　 　 　 　 ⇒

委員構成比の目標達
成審議会等の割合
➣公募委員： 55％
➣男女構成比率：
60％

　 　 　 　 ⇒

委員構成比の目標達
成審議会等の割合
➣公募委員： 55％
➣男女構成比率：
60％

　 　 　 　 ⇒

委員構成比の目標達
成審議会等の割合
➣公募委員： 60％
➣男女構成比率：
65％

　 　 　 　 ⇒

委員構成比の目標達
成審議会等の割合
➣公募委員： 60％
➣男女構成比率：
65％

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

体系

1
実施項目 協働のし く みづく り の推進

課題
自治基本条例の基本理念である 協働によ る ま ちづく り を 推進する た
め、 市民が有する 高い専門知識能力及び経験を市政に反映さ せる と
と も に、 市民が市政に参画する 機会を拡充する 必要があり ま す。1

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 1

内容

自治基本条例の基本理念である 協働のま ちづく り について、 自治基
本条例情報紙ら いさ ま の発行や、 協働の指針によ り 図る も のと し ま
す。 さ ら に、 市民の方に希望する 活動分野について人材バンク に登
録いただき 、 庁内で情報共有し 、 各種審議会の学識経験者と し て活
躍いただく ほか、 関係課や市民活動団体の求めに応じ て講演講話の
講師へ、 登録者の意向によ り 登用する など 協働のま ちづく り を 進め
ま す。

所管課 市民協働推進課

体系

1
実施項目 審議会等の効果的な運営の推進

課題
多様化する 市民ニーズに対応する ため、 審議会等自体における 多様
性についても よ り 強化し 、 様々な角度から の意見・ 提言等を市政に
反映し ていく 必要があり ま す。1

年度計画
数値目標等

　 　 　 実施

人材バンク への新規
登録者： ２ 名

　 　 　 　 ⇒
○人材バンク 要綱の
見直し 検討

人材バンク への新規
登録者： ２ 名

　 　 　 　 ⇒

人材バンク への新規
登録者： ２ 名

　 　 　 　 ⇒
〇人材バンク 要綱の見直し
検討
人材バンク 登録者の登用件
数３ 件

　 　 　 　 ⇒

人材バンク 登録者の登用件
数３ 件

4



整理番号 5

内容

各ク ラ ブの成り 立ちの経過から 、 各ク ラ ブでは運営方法から 事業の
実施ま でそれぞれの方法が取ら れている こ と から 、 よ り 良い運営の
ため、 年に２ ～３ 回の運営調整会議を行い、 ク ラ ブの情報交換を行
いま す。 併せてク ラ ブへ委託し ている ス ポーツ 教室業務など に関
し 、 参加者数など から 市民のニーズなど の検証を 行いま す。所管課 ス ポーツ 振興課

　 　 　 　 ⇒

延べ参加者数： 3, 200
名

　 　 　 　 ⇒

延べ参加者数： 3, 250
名

体系

1
実施項目 総合型地域ス ポーツ ク ラ ブと の連携

課題

各地区を拠点と する ３ つの総合型地域ス ポーツ ク ラ ブについて、
個々の生き がいや健康づく り など の生涯ス ポーツ 事業を 通し 、 地域
コ ミ ュ ニティ と の連携を行い、 新し い会員の獲得など ク ラ ブの運営
を強化し ていく 必要があり ま す。

1

　 　 　 　 ⇒

延べ参加者数： 3, 300
名

　 　 　 　 ⇒

延べ参加者数： 3, 150
名

　 　 　 　 ⇒

ス ポーツ 教室参加者
数: 910名

　 　 　 　 ⇒

ス ポーツ 教室参加者
数: 915名

　 　 　 　 ⇒

ス ポーツ教室参加者
数: 920名

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○調整会議の実施
○ス ポーツ 教室等の
業務委託内容の見直
し

ス ポーツ教室参加者
数: 900名

　 　 　 　 ⇒

ス ポーツ教室参加者
数: 905名

令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○ひと ・ ま ちづく り
講演会及びま ちづく
り リ ク エス ト 講座の
実施

延べ参加者数： 3, 100
名

年度 令和２ 令和３ 令和４

整理番号 4

内容

市民が積極的に「 ま ちづく り 」 に参画する 意識の醸成を 図る ため、
市民ニーズや地域課題に沿っ た講師選定や、 「 ま ちづく り 」 が市民
にと って身近な課題と 感じ ら れる よ う な講座・ 講演会のテーマ選び
に努めま す。 併せて、 よ り 多く の市民に、 講座・ 講演会の開催につ
いて広報・ 周知を 図り ま す。所管課 生涯学習文化課

体系

1
実施項目 生涯学習によ る 協働のま ちづく り の推進

課題

ま ちづく り への市民参画を促し 、 市民の有する 貴重な経験と 専門的
知識・ 技術等をま ちづく り に活かし ていく 仕組みづく り が大切であ
り ま すが、 ま ちづく り に関する 講演会・ 講座は比較的参加者が少な
い状況にあり ま す。

1

体系

1
実施項目 学校運営協議会活動の充実

課題

「 地域でど のよ う な子ど も たちを育てる のか」 、 「 何を 実現し てい
く のか」 と いう 目標やビジョ ンを、 地域（ 保護者・ 地域住民等） と
学校が共有し 、 一体と なって子ど も たちを育む「 地域と と も にある
学校」 へと 進めていく 必要があり ま す。

1

整理番号 6

内容

「 学校運営協議会」 を 中心に、 主に次の活動を行いま す。
①学校、 家庭及び地域における 教育課題解決の協議（ 熟議）
②学校の教育活動への連携・ 協働
③小中一貫教育推進への具体的な支援の協議
④学校の運営状況等の評価( 学校評価) についての協議
⑤地域学校協働活動推進本部に関する 検討

所管課 学校教育課

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

充実・ 検討 ⇒ ⇒ ⇒

5



（ ２ ） 公正の確保と 透明性の向上

令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

整理番号 1

内容

各課広報委員に対し 毎年研修を 行い、 広報紙・ ホーム ページ等にお
ける 情報発信力の強化を 図り 、 よ り 分かり やすく 、 漏れのない情報
提供に努めま す。 ま た、 新たに導入し たコ ミ ュ ニテ ィ Ｆ Ｍの効果的
な 運用を 図り ま す。

所管課 総合政策課

体系

1
実施項目

課題
広報紙やホーム ページ 等、 様々な媒体を 活用する と と も に、 適切な
情報発信を 推進し ていく 必要があり ま す。2

情報発信の強化 Ｄ Ｘ 推進

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 3

内容
市広報紙、 ホーム ページ等を 活用し 、 市の財政状況について適切な
情報提供を 行う と と も に、 当初予算編成過程についても 公表し ま
す。

所管課 財政課

体系

1
実施項目 適切な 情報提供の実施

課題
市民の市財政への関心を 高める ために、 市広報等を 活用し 、 市の財
政状況について 分かり やすく 公表する 必要があり ま す。2

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

研修等の実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 2

内容
定期的に研修等を 実施し 、 文書作成にあたり 正確で平易な 表現と な
る よ う 工夫する と と も に、 よ り 市民の理解を 得る ために職員のプレ
ゼン テーショ ン 能力の向上に努めま す。

所管課 総務人事課

体系

1
実施項目 わかり やすい公文書等の推進

課題
市民への説明責任を 果たすために、 公文書作成等に関する 能力水準
を 維持する 必要があり ま す。2
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⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

現行の入札制度並び
に運営方法の見直し

⇒

整理番号 5

内容
最新の情報を 入手する こ と と し 、 適宜事務手続き に反映でき る 体制
を 整えま す。

所管課 契約検査課

体系

1
実施項目 入札制度の合理化と 透明化

課題
公平かつ透明な 入札及び契約事務の執行には、 入札契約適正化法及
び各種法令等を 遵守する 必要があり ま す。2

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 4

内容
地方公会計制度によ る 財務書類の作成や指標に基づく 分析を し 、 簡
潔かつ分かり やすい公表を し ま す。

所管課 財政課

体系

1
実施項目 公会計制度への適切な対応

課題
公会計制度の統一的な 基準に基づく 財務書類４ 表の作成・ 公表、 財
務執行上の公表を 行う 必要があり ま す。2
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（ ３ ） 市民サービ ス 等における 利便性の向上

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

体系

1
実施項目 権限移譲事務の受入れ

課題

地方分権のよ り 一層の推進を 図り 、 市の自由度を 拡大し 、 自主性・
自立性を 高める こ と は、 市施策の効率的な推進だけでなく 、 市民の
利便性の向上において も 有効である こ と から 、 メ リ ッ ト ・ デメ リ ッ
ト を 検討し たう えで、 事務の権限移譲を 進める 必要があり ま す。

3

整理番号 3

内容
市民の利便性の向上、 市の自主性・ 自立性の確保に資する ため、 適
正な人員配置等の行政効率性を 考慮し 、 引き 続き 、 権限移譲事務の
積極的な 受入れを 推進し ま す。

所管課 総合政策課

⇒

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

（ 市民課） 交付拡大

（ 税務課） 準備

⇒

開始

⇒

検証・ 交付拡大

⇒

交付拡大

体系

1
実施項目

課題
今後、 個人番号カード は、 健康保険証の機能付与等によ り 普及拡大
が見込ま れる こ と から 、 個人番号カード を 最大限に活用し 、 窓口業
務サービ ス の向上を 図る 必要があり ま す。3

個人番号カード を 利用し たコ ン ビ ニ交付の拡大 Ｄ Ｘ 推進

整理番号 1

内容

広報やホ ーム ページ等において周知を 徹底し 、 個人番号カ ード によ
る 証明書のコ ン ビ ニ交付を 拡大さ せ、 市民サービ ス の向上及び窓口
業務の軽減を 図り ま す。 ま た、 税証明書及び戸籍証明書のコ ン ビ ニ
交付を 開始し ま す。

所管課 市民課・ 税務課

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○情報収集
○検討

⇒ ⇒ ⇒

体系

1
実施項目

課題

個人番号カード に健康保険証の機能を 持たせる など 、 国の想定で
は、 令和４ 年度中にはほと んど の住民が個人番号カ ード を 保有し て
いる 状況と なっ ている こ と から 、 個人番号カ ード の自治体独自の利
活用についても 検討が必要です。

3

個人番号カード を 活用し た自治体独自の
サービ ス の検討

Ｄ Ｘ 推進

整理番号 2

内容
国における 個人番号カ ード の活用に向けた動向の調査及び新たな 分
野への活用の研究を 行い、 自治体独自のサービ ス について 検討し ま
す。

所管課 総合政策課
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令和６

年度計画
数値目標等

○コ ンビニ収納・ 口座振替
○ク レ ジッ ト ・ ペイ ジ－等
収納

コ ンビニ収納： 16. 1％
口座振替    ： 31. 0％
ク レ ジッ ト 等収納：  1. 1％

○コ ンビニ収納・ 口座振替
○ク レ ジッ ト ・ アプリ 等収
納

コ ンビニ収納： 16. 2％
口座振替    ： 31. 2％
ク レ ジッ ト 等収納：  1. 3％

○コ ンビニ収納・ 口座振替
○ク レ ジッ ト ・ アプリ 等収
納

コ ンビニ収納： 16. 3％
口座振替    ： 31. 3％
ク レジッ ト 等収納：  1. 4％

○コ ンビニ収納・ 口座振替
○ク レジッ ト ・ アプリ 等収
納

コ ンビニ収納： 16. 4％
口座振替    ： 31. 4％
ク レ ジッ ト 等収納：  1. 5％

○コ ンビニ収納・ 口座振替
○ク レジッ ト ・ アプリ 等収
納

コ ンビニ収納： 16. 5％
口座振替    ： 31. 5％
ク レ ジッ ト 等収納：  1. 6％

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

体系

1
実施項目

課題
コ ロ ナ禍を 踏ま え「 新し い生活様式」 における 納税者の自主納付拡
充に向け、 市民ニーズ に合っ た納付手段環境について整備し ていく
必要があ り ま す。3

整理番号 4

内容

納税者の納期限内自主納付率の向上の為、 次の取組を 実施し ま す。
①コ ン ビ ニ収納の利用促進
②口座振替の利用促進
③ク レ ジ ッ ト ・ アプリ 等収納の導入

所管課 税務課

多様な納入方法の検討 Ｄ Ｘ 推進
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（ ４ ） 民間活力活用の推進

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○実施計画に基づく
推進

　 　 　 　 ⇒

（ 令和４ 年４ 月１ 日
こ がねい保育園民営
化）

⇒

（ 令和５ 年４ 月１ 日
吉田保育園民営化）

検証

整理番号 3

内容
公立保育園の効率的・ 効果的な運営を 図り 、 多様化する 保育ニーズ
に柔軟に対応する ため、 子ど も ・ 子育て支援新制度等の動向を 見据
え ながら 、 公立保育園の民営化に向けた取組を 推進し ま す。

所管課 こ ど も 福祉課

体系

1
実施項目 公立保育園の民営化

課題
平成３ １ 年４ 月民営化の薬師寺保育園において実施し た保護者ア ン
ケ ート 調査結果を 踏ま え、 今後の２ 園の民営化に生かし て いく 必要
があり ま す。4

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

検討 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 2

内容

大松山運動公園の施設の管理や運営について 、 次の業務について 指
定管理制度導入を 検討し ま す。 ①受付業務（ 貸出業務） ②大松山運
動場全体の維持管理業務③石橋体育セン タ ー及びス ポーツ 交流館の
維持管理業務④各種ス ポーツ 教室の開催

所管課 ス ポーツ 振興課

体系

1
実施項目 大松山運動公園における 指定管理者制度導入等の検討

課題

大松山運動公園内の施設の管理については、 受付業務・ フ ィ ールド
管理業務を 別々に委託し ており 、 ま た、 天然芝フ ィ ールド を 持つ陸
上競技場等の完成に伴い施設管理業務が増大し ており 、 管理費の抑
制を 図る 必要があり ま す。

4

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 1

内容

他自治体で指定管理者制度導入実績のある 施設等において 、 導入に
向けた取組を 推進する と と も に、 導入済みの施設について も 、 更新
時期等に合わせ、 指定管理者の自主事業等によ る サービ ス の向上や
指定管理料の削減を 図り ま す。 なお、 指定管理者制度の導入の難し
い施設について は、 その理由の把握に努めま す。所管課 総合政策課

体系

1
実施項目 指定管理者制度導入の推進

課題
施設規模等の問題によ り 指定管理者制度導入が難し い施設について
も 、 施設の利用促進や活性化、 サービ ス 向上の観点から 複合によ る
導入等について 検討する 必要があり ま す。4
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令和６

年度計画
数値目標等

支援 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

整理番号 5

内容

ゆう がおパーク について、 次の課題解消に向けて支援し ま す。
①地元特産品のブラ ン ド 化・ 高付加価値化の不足
②魅力あ る ６ 次産業品の品数不足
③観光事業、 体験事業と の連携不足
④市内外の類似施設と の連携不足と 棲み分け・ 差別化に向けた研究所管課 農政課

体系

1
実施項目 ゆう がおパーク の活性化

課題

かんぴょ う を はじ めと する 農業資源を 活かし た地域活性化の拠点で
あ る 「 ゆう がおパーク 」 において、 自立安定的な経営への転換が求
めら れて おり 、 地域振興や交流促進、 農産物の消費拡大な ど 、 その
初期段階について支援し ていく 必要があり ま す。

4

⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

計画に基づく 推進
（ 補助金交付等）

⇒

整理番号 4

内容

第２ 期下野市子育て応援し も つけっ 子プラ ン （ 令和２ ～６ 年度） で
は、 市全体の学童保育の需要に対し 、 民間学童保育室と の協働によ
り 受入れ体制を 強化する こ と と し 、 受入促進のための民間学童保育
室への補助金交付や市学童保育室の民営化等を 図り 、 支援員や質の
確保など 、 適切な学童保育室の運営に努めま す。所管課 こ ど も 福祉課

体系

1
実施項目 学童保育事業の民間活力の活用

課題

核家族化や共働き 世帯の増加に伴い、 少子高齢化が進行する 中に
あ っ ても 、 学童保育室の需要は毎年増加し て いま す。 今後も 、 待機
児童を つく ら な いよ う 、 質を 維持し つつ、 適切に運営し て いく ため
には、 大規模化・ 支援員不足を 解消し なく て はなり ま せん。

4
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２ 　 効率的・ 効果的な行政経営の推進
（ １ ） 職員の適正管理と 組織の強化

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○課題整理と 検証
○組織体制の見直し

⇒ ⇒ ⇒

整理番号 3

内容

社会経済情勢の変化は目覚ま し く 、 新たな行政課題や市民の多様な
ニーズに即応し た施策を 総合的・ 機能的に展開でき る よ う 、 事務事
業についてス ク ラ ッ プ・ アン ド ・ ビ ルド を 徹底する と と も に、 実質
的に事務事業を 円滑に遂行でき る 簡素で効率的かつ創造的な組織機
構の構築を 目指し ま す。所管課 総務人事課

体系

2
実施項目 組織機構の見直し

課題
多様な行政ニーズや制度改革等に即応し た施策を 展開でき る 効率的
かつ創造的な組織づく り が必要と なり ま す。1

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○人事評価研修
○評価結果の活用

⇒ ⇒ ⇒

整理番号 2

内容
人事評価制度を 適切に運用し 能力・ 実績に基づいた人事管理の徹底
を 図る と と も に、 評価基準の統一化と 評価の公正性、 透明性等を 図
る ため、 研修を 継続的に実施し ま す。

所管課 総務人事課

体系

2
実施項目 人事評価制度によ る 能力・ 実績に基づく 人事管理の実施

課題
人事評価研修を 継続的に実施し 、 評価基準の統一化や評価の公正性
を 図る 必要があ り ま す。1

○次期定員適正化計
画策定に向けた検討
○定年延長制度対象
者の適正配置及び管

理

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○定員適正化計画に
基づく 管理
○次期適正化計画の
策定
○アウ ト ソ ーシング
の検討

○定員適正化計画に
基づく 管理
○アウ ト ソ ーシング
の検討

⇒ ⇒

整理番号 1

内容

定員適正化計画の着実な推進と 、 民間委託や人材派遣など のアウ ト
ソ ーシン グを 視野に入れた体制づく り の見直し を 行いま す。
な お、 令和5年度から は定年延長制度の開始、 子育て し やすい職場
環境づく り を 踏ま え、 よ り 柔軟な定員管理を 実施し ま す。

所管課 総務人事課

体系

2
実施項目 定員適正化計画の推進

課題
持続可能な行政運営の体制を 整える ため、 今後も 継続的に効率的な
職員体制の構築に努める 必要があり ま す。1
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令和６

年度計画
数値目標等

○任用計画における
各課ヒ アリ ング の実
施
○効果的かつ必要最
小限の任用の実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

体系

2
実施項目 会計年度任用職員等の確保

課題
会計年度任用職員制度が開始と なり 、 総コ ス ト （ 人件費＋物件費）
が増える こ と から 、 さ ら に徹底し た人員管理が必要と なり ま す。1

整理番号 4

内容
人件費抑制と 業務効率化の観点から 、 会計年度任用職員や臨時的任
用職員等の適正な活用を 行い、 最適な 人材配置を 推進し ま す。

所管課 総務人事課
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（ ２ ） 職員の意識改革と 人材育成の推進

　 　 　 　 ⇒
提案件数： 40件

○検証・ 見直し

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

　 　 　 実施
提案件数： 40件

　 　 　 　 ⇒
提案件数： 40件

○検証・ 見直し

　 　 　 　 ⇒
提案件数： 40件

　 　 　 　 ⇒
提案件数： 40件

整理番号 3

内容

市の課題を 発見し 、 解決策と なる 事業や取組みを 職員自ら 創出する
「 職員提案制度」 については、 制度の検証と 見直し を 適時実施し 、
職員の意欲的な 提案を 促進する と と も に、 提案によ り 行政サービ ス
の向上や事務改善等を 図り ま す。

所管課 総合政策課

体系

2
実施項目 職員提案制度の活用

課題

職員提案制度について は、 行政サービ ス 向上の観点における 提案の
質の部分と 、 職員の積極性と いっ た意識改革の観点における 提案の
量の部分についても 見込める 制度と し て構築し ていく 必要があり ま
す。

2

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○女性職員活躍応援
行動計画に基づく 管
理
○次期女性職員活躍
応援行動計画の策定

○女性職員活躍応援
行動計画に基づく 管
理

⇒ ⇒

整理番号 2

内容
新たな女性職員活躍応援行動計画に基づき 、 意欲と 能力のある 若手
職員や女性職員の登用を 図り ま す。

所管課 総務人事課

体系

2
実施項目 若手職員や女性職員の登用拡大

課題
女性職員活躍応援行動計画に基づく 女性職員の管理監督職への登用
は、 職員の年齢別、 役職別構成等を 考慮し 、 管理職昇任への意欲を
示す女性職員を 育成する 等、 登用率目標値を 再検証し ま す。2

　 　 　 　 ⇒

自己啓発等受講件数
10件

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○資格取得支援等の
制度の周知・ 利用促
進

自己啓発等受講件数
10件

　 　 　 　 ⇒

自己啓発等受講件数
10件

　 　 　 　 ⇒

自己啓発等受講件数
10件

　 　 　 　 ⇒

自己啓発等受講件数
10件

整理番号 1

内容

個々の業務における 必要性に応じ て、 「 下野市職員人材育成基本方
針」 や「 資格取得・ 自主研究グループ活動支援要綱」 を 活用し 、 職
員の自己啓発や研修を 通し て 、 意識高揚や能力開発に努めま す。
な お、 小山地区職員研修協議会等と の連携によ り 定期的に開催す
る 、 勤務年数・ 役職に応じ た職員研修について、 引き 続き 、 職員へ
の受講を 促進し ま す。

所管課 総務人事課

体系

2
実施項目 職員人材育成基本方針等の推進

課題
高度化・ 多様化する 行政需要に的確に対応する ため、 職員は高度な
知識や能力、 資質を 備える こ と が求めら れま す。2
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（ ３ ） 業務改善の推進

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○文書の電子化推進
○汎用的な電子決裁
の研究

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

体系

2
実施項目

課題

文書の電子化は適用範囲等について、 なお検討が必要であ り ま す。
電子決裁は一部事務で運用を 開始し て いま すが事務全般への適用に
ついては必要性等への理解及び適用範囲等のルールづく り など 、 な
お検討が必要であり ま す。

3

整理番号 3

内容
文書管理シス テ ム 及びス キャ ナー付き 複合機の活用を 促進し 、 文書
の電子化を 推進し ま す。
ま た、 汎用的な 電子決裁の拡充を 目指し ま す。

所管課 総務人事課

庁内文書電子化と 電子決裁の推進 Ｄ Ｘ 推進

年度計画
数値目標等

現状把握・ 導入後の
効果等の分析

⇒ 導入 ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 2

内容

Ｉ Ｃ Ｔ の活用を 推進し 、 事務の効率化を 図る と と も に、 窓口におけ
る 市民の手続き の簡素化等によ り 市民サービ ス の向上を 図り ま す。
Ｉ Ｃ Ｔ 化によ る 費用・ 効果を 分析し 、 導入に向けた取組みを 実施し
ま す。

所管課 総合政策課

体系

2
実施項目

課題

人口減少社会によ り 、 将来、 労働力の供給制約に直面する こ と が想
定さ れ、 職員数の維持が難し く なる 状況においても 持続可能な自治
体と し て 構築し ていく 必要があり ま す。 ま た、 昨今の働き 方改革等
の推進を 図る ためにも 、 よ り 効率的な 業務遂行の手段や方法への転
換が求めら れて いま す。

3

Ｉ Ｃ Ｔ 活用によ る ス マート 自治体への転換 Ｄ Ｘ 推進

年度計画
数値目標等

　 　 　 運用

○第二次総合計画後
期基本計画策定
○行政評価シス テム
の検証と 見直し

運用 ⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 1

内容

行政評価シス テ ム の運用を 進める と と も に、 第二次総合計画後期基
本計画策定に伴い、 行政評価シス テム の見直し を 行いま す。 ま た、
行政改革推進委員会で行政評価市民評価を 実施し 、 事業実施にあ た
り 市民目線と の乖離がないか検証し 、 市民協働によ る 市政の適正な
推進を 図り ま す。所管課 総合政策課

体系

2
実施項目

課題
総合計画で掲げている 施策を 効率的に推進する ため、 よ り 簡素で効
果的な行政評価シス テ ム の構築及び運用を 図る 必要があり ま す。3

行政評価シス テ ム の着実な運用 Ｄ Ｘ 推進
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年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

タ ブレ ッ ト 端末の導
入

活用 ⇒ ⇒ ⇒

体系

2
実施項目

課題

Ｉ Ｃ Ｔ 技術の向上に伴い情報伝達速度が向上し 、 ス マート フ ォ ン や
タ ブレ ッ ト 等の端末を 用いて 、 瞬時に情報を 共有する こ と が可能で
あ り ま す。 議会運営にＩ Ｃ Ｔ 技術を 活用し 、 庁外における 議員への
情報伝達手段の確保や議案資料の増大化の解消など 、 効率性を 高め
る 必要があり ま す。

3

整理番号 6

内容

議会運営においてタ ブレ ッ ト 端末を 導入し 、 議会内の情報伝達・ 情
報共有の迅速化を 図る と と も に、 従来の紙媒体の資料を 電子化
（ ペーパーレ ス 化） し 、 資料印刷、 郵送料等に要する 時間と 経費節
減を 図り ま す。 なお、 災害等の発生時には、 安否確認や被災状況等
の情報収集にも 活用する など 災害対応ツ ールと し て も 活用し ま す。所管課 議事課

タ ブレ ッ ト を 活用し た議会Ｉ Ｃ Ｔ 化の推進 Ｄ Ｘ 推進

⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○建設工事成績評定
の実施
○検査員の育成
○業務委託成績評定
導入の検討

⇒

整理番号 5

内容

建設工事の成績評定について は、 現在の成績評定を 継続し て行いま
す。
営繕工事（ 建築・ 電気・ 設備） を 専門的に担当する 検査員の育成を
行いま す。
業務委託の成績評定について は、 導入の可否を 含めて検討を 行いま
す。

所管課 契約検査課

体系

2
実施項目 工事検査・ 業務委託評定の適正な運用

課題

適正な工事検査を 実施する 能力の強化を 図る ため、 検査員の専門的
ス キルの向上及び技術者の育成が必要と なり ま す。 ま た、 業務委託
の成績評定の導入の検討については、 先進事例など の研究が必要と
な り ま す。

3

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○保存ルールの検討
○シス テム 等を 活用
し た文書管理の効率
化
○一元化の検討

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

体系

2
実施項目

課題

物理的な 一元化を 実現する ための新規書庫の建設は用地及び財政面
な ど 各種課題があり ま す。 分散管理が前提と なる こ と から 、 文書管
理シス テ ム 等の活用によ り 、 文書管理の効率化を 図る 必要があり ま
す。

3

整理番号 4

内容

新庁舎書庫・ 既存書庫の住み分けを 明確にする と と も に、 文書の電
子化を 推進する こ と で文書量の削減を 図り ま す。
文書管理シス テ ム 等を 活用し て、 分散管理での文書管理の効率化を
図る と と も に保存場所の一元化の検討を 進めま す。

所管課 総務人事課

文書管理の効率化 Ｄ Ｘ 推進
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（ ４ ） 広域行政の推進

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○夜間休日急患診療
所の継続運営
○救急医療の適正な
利用についての普及
啓発

⇒ ⇒ ⇒

整理番号 3

内容

小山広域保健衛生組合が実施主体と な り 夜間休日急患診療所を 運営
し 、 夜間や休日の急病に対し て安心し て医療が受けら れる 体制を 継
続実施する と と も に、 利用者の把握に努めま す。 併せて救急医療の
適正な利用や「 かかり つけ医」 の重要性について、 市内保育園、 小
中学校等や市民への啓発活動を 行いま す。所管課 健康増進課

体系

2
実施項目 小山広域保健衛生組合（ 救急医療等） と の連携

課題
真に必要と さ れる 方が救急医療を 適正に受けら れる よ う にする た
め、 市民への救急医療の啓発や夜間休日診療所を 含む診療体制につ
いて常に検討し ていく 必要があり ま す。4

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○関係機関と 連携し
た下野市総合防災訓
練の実施

⇒ ⇒ ⇒

整理番号 2

内容

石橋地区消防組合（ 一部事務組合） の構成市と し て 関係機関と 連携
し 、 市民の防災意識の向上や大規模災害時の対応な ど 、 よ り 万全な
協力体制を 構築し ま す。
ま た、 組合運営における 市のチェ ッ ク 機能の強化を 図り 、 実施内容
の検証や見直し 等によ り 、 限ら れた財源の効果的な 運用に努めま
す。

所管課 安全安心課

体系

2
実施項目 石橋地区消防組合と の連携

課題
市防災体制の充実と 強化を 目指し 、 災害に強いま ち づく り を 推進し
ま す。4

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 1

内容

各種協議会・ 懇談会等を 積極的に活用し 、 単独では実施の難し い事
業等について、 周辺市町と の連携によ る 事業の推進を 効果的に図り
ま す。 （ 栃木県央都市圏首長懇談会、 小山地区定住自立圏、 下野
市・ 上三川町・ 壬生町連携会議等）

所管課 総合政策課

体系

2
実施項目 広域行政の連携

課題
単独では実施の難し い事業や効率性の低い事業等について 、 広域行
政を 積極的に活用し 、 連携によ り 効果的に展開し て いく 必要があ り
ま す。4
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　 　 　 　 ⇒

家庭系ご み排出量：
617g/人・ 日

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○小山広域保健衛生
組合を 主体と し たご
み処理の実施

家庭系ごみ排出量：
628g/人・ 日

　
　 　 　 　 ⇒

家庭系ごみ排出量：
624g/人・ 日

　
　 　 　 　 ⇒

家庭系ご み排出量：
622g/人・ 日

　
　 　 　 　 ⇒

家庭系ごみ排出量：
619g/人・ 日

整理番号 4

内容
市民への周知啓発を 行い、 分別の徹底を 促し 、 ご みの減量を 図り ま
す。

所管課 環境課

体系

2
実施項目 小山広域保健衛生組合（ 一般廃棄物処理等） と の連携

課題 焼却ご み排出量の増加や資源ご み回収量の減少が見ら れま す。
4
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３ 　 将来にわたり 持続可能な財政運営の推進
（ １ ） 健全財政の堅持

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 2

内容
政策横断的な視点によ る 事業の取捨選択や優先度設定、 こ れに基づ
く 予算査定を 実施し 、 政策的な観点によ る 予算措置の重点化と 財政
の健全性維持の両立を 目指し ま す。

所管課 財政課

体系

3
実施項目 予算査定の改革

課題

普通交付税算定が一本算定になり 、 交付税措置が高い合併特例債発
行も 終了し たため、 新たな財源確保の検討と と も に、 更な る 事務事
業の見直し を 行う 必要があり ま す。1

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 1

内容

財政運営の指針と なる 財政計画については、 「 下野市長期財政健全
化計画」 に基づき 、 長期的な 展望に立っ て限ら れた財源の効果的な
適用が図ら る よ う 定期的な見直し を 行いま す。
ま た、 財政運営の状況や健全性を 示す財政指標についても 、 分かり
やすく 公表し ま す。所管課 財政課

体系

3
実施項目 財政健全化に向けた計画の定期的な 見直し と 財政指標の公表

課題
将来にわたり 堅実な財政構造の構築と 財政運営の長期的安定の確保
を 目指す必要があり ま す。1
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（ ２ ） 税収等の財源確保と 経費適正化（ 抑制） の推進

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

　 　 　 実施

保育料徴収率：
98. 47％
学童保育料徴収率：
98. 96％

　 　 　 　 ⇒

保育料徴収率：
98. 67％
学童保育料徴収率：
98. 97％

　 　 　 　 ⇒

保育料徴収率：
98. 87％
学童保育料徴収率：
98. 98％

　 　 　 　 ⇒

保育料徴収率：
98. 97％
学童保育料徴収率：
98. 99％

　 　 　 　 ⇒

保育料徴収率：
99. 00％
学童保育料徴収率：
99. 00％

体系

3
実施項目 保育料・ 学童保育料の徴収率の向上

課題
保育料・ 学童保育料の滞納対策と し て 、 特に、 現年度分の徴収を 強
化し 、 毎年滞納額が増えないよ う 取り 組む必要があ り ま す。2

整理番号 2

内容

保育料・ 学童保育料の滞納整理については、 庁内連携など 徴収体制
の強化を 図り 、 下野市保育料滞納対策実施要綱や下野市学童保育料
滞納対策等マニュ アルに基づき 実施し ま す。
ま た、 保育園や学童保育室での直接指導等を 行う と と も に、 児童手
当の支給日に合わせた納付相談・ 徴収を 実施する な ど 、 徴収率の向
上・ 滞納額の縮減に努めま す。

所管課 こ ど も 福祉課

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 3

内容
ガイ ド ラ イ ン に基づき 、 ３ 年毎の見直し を 実施する と と も に、 毎
年、 次年度の予算編成時に補助金の見直し を 実施し ま す。

所管課 財政課

体系

3
実施項目 補助金の公正な見直し

課題
公正な見直し 実施のため、 補助金のあ り 方について も 常に検証、 確
認する 必要があ り ま す。2

年度計画
数値目標等

実施

徴収率
現年　 ： 99. 2％
滞納　 ： 22. 6％
計　 　 ： 96. 0％

⇒

徴収率
現年　 ： 99. 2％
滞納　 ： 22. 7％
計　 　 ： 96. 1％

⇒

徴収率
現年　 ： 99. 3％
滞納　 ： 22. 8％
計　 　 ： 96. 2％

⇒

徴収率
現年　 ： 99. 3％
滞納　 ： 22. 9％
計　 　 ： 96. 3％

⇒

徴収率
現年　 ： 99. 4％
滞納　 ： 23. 0％
計　 　 ： 96. 4％

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 1

内容

市税収納率の向上のため次の徴収対策を 進めま す。
①早期納税相談、 電話催告、 臨戸訪問の実施。
②給与特別徴収義務者の指定強化。
③預金・ 生命保険等の財産調査早期実施、 財産差押えの早期着手によ る 適正
な滞納処分の強化。
④県地方税協働徴収担当と の協力によ る 収納強化。
⑤庁内関係課と の連携によ る 徴収体制の強化。

所管課 税務課

体系

3
実施項目 市税収納率の向上

課題
現年分の徴収成果が翌年の滞納繰越額に影響する こ と から 、 現年分
の徴収強化を 図り 、 滞納を つく ら せな い取組が求めら れま す。2
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        ⇒

　 ➣工事着手

        ⇒

　 ➣工事
　 ➣事前販売予約

        ⇒

　 ➣工事完了
　 ➣一般分譲

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○産業振興計画に基
づく 事業推進

○産業団地整備
　 ➣誘致Ｐ Ｒ

        ⇒

　 ➣用地取得
　 ➣誘致Ｐ Ｒ

整理番号 6

内容

第二次下野市産業振興計画に基づき 、 「 商工業の基盤強化・ 活性
化」 ・ 「 新たな 産業の誘致・ 育成」 ・ 「 地域ブラ ン ド の創出・ 展
開」 ・ 「 雇用・ 就業機会の拡充」 に取り 組むこ と によ り 、 地域経済
の活性化を 図り 、 計画を 推進し ま す。
併せて、 産業団地整備（ ３ ３ ． ３ ｈ ａ ） を 進捗さ せ、 早期分譲を 図
り 企業誘致を 推進し ま す。

所管課 商工観光課

○見直し 対象の検討
○状況調査等

○適正な事業の実施

体系

3
実施項目 産業振興計画の推進

課題
空き 店舗の増加や工場用地不足等の課題に取り 組み、 さ ら なる 産業
振興の推進を 図り ま す。

2

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○見直し 対象の検討
○状況調査等

○適正な事業の実施

整理番号 5

内容

市単独給付事業の中で特に実質負担額の多い事業（ 安否確認シス テ
ム 、 配食サービ ス 、 ねたき り 老人等紙おむつ購入券・ 介護手当、 敬
老祝金） について、 その適正化を 図る ため実施内容を 検討し 見直し
を 行いま す。

所管課 高齢福祉課

体系

3
実施項目 市単独給付事業の見直し

課題
高齢化の進行に伴い、 対象者が増加する こ と が見込ま れる ため、 財
政負担を 考慮し 事業を 継続でき る よ う 工夫する 必要があり ま す。2

年度計画
数値目標等

効果の検証

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 4

内容
コ ス ト 縮減プロ グラ ム に掲げる 公共工事のコ ス ト 縮減に関する 具体
的な取組を 推進する と と も に、 継続的に見直し を 図り ま す。

所管課 契約検査課

体系

3
実施項目 公共工事コ ス ト 縮減プロ グ ラ ム の推進

課題 コ ス ト 縮減プロ グラ ム に対する 全庁的な取組が必要と なり ま す。
2
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⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

実施項目 定住促進に向けた取組

課題

本市に住み続けても ら う ため、 移住促進と あ わせて 定住促進の取組
を 実施する こ と が必要である 。 ま た、 進学や就職で市外に転出し た
若者世代の、 転職、 結婚、 出産等を き っ かけと し たＵ タ ーン の促進
が課題であり ま す。

2

年度計画
数値目標等

検討・ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 8

内容

こ れま での移住・ 定住促進の取組を 改善・ 継続実施し ながら 、 定住
促進及びＵ タ ーン 促進に向けた新たな 施策・ 事業について 、 国で推
し 進めて いる 関係人口の創出など 新たな視点を 加味し ながら 、 検討
し ま す。

所管課 総合政策課

体系

3

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○機器の効率的な
　 更新の実施
○義務教育学校移行
　 への準備

⇒

⇒

　 　 　 　 ⇒

○義務教育学校移行
　 の確認

⇒

整理番号 7

内容

平成２ ９ 年度よ り 進める 発注方法やパソ コ ン のタ ブレ ッ ト 化等の更
新計画を 基に、 小中学校全校において 効率的な更新を 行う と と も
に、 経費削減効果を 高めていき ま す。 ま た、 学校統廃合によ る 機器
の調達や運用の移行を 円滑に行いま す。

所管課 教育総務課

体系

3
実施項目

課題
効率的な 機器の導入を 実施し ていま すが、 今後は、 学校の統廃合等
を 考慮し た調達・ 運用が求めら れま す。2

学校関係情報シ ス テム 導入事務の適正化 Ｄ Ｘ 推進
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（ ３ ） 公共施設等の適正配置と 管理

内容

新たな施設の整備等にあたっ ては、 市民サービ ス の向上や事業費の
削減及び建設後の維持管理・ 経営の観点から 、 Ｐ Ｐ Ｐ ／Ｐ Ｆ Ｉ 手法
によ る 民間活力の導入を 検討し ま す。
ま た、 関連する 研修会等に積極的に参加し 、 先進自治体等の事例の
調査・ 研究を 行いま す。所管課 総合政策課

整理番号 3

体系

3
実施項目 Ｐ Ｐ Ｐ ／Ｐ Ｆ Ｉ の推進

課題

今後、 多く の公共施設等が老朽化によ る 更新時期を 迎える 中、 公的
負担を 抑制し 、 良好な 公共サービ ス の実現を 図る ため、 Ｐ Ｐ Ｐ （ 官
民連携事業） ／Ｐ Ｆ Ｉ （ 民間資金等活用事業） を 推進する 必要があ
り ま す。

3

年度計画
数値目標等

検討・
研修参加

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

（ 複合施設整備） 事
業者募集

（ 南河内地区小学
校） 利活用検討

工事着手

方針決定

竣工

利活用整備工事等 ⇒ 利活用開始

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 2

内容
現在利用さ れて いない、 ま たは、 今後利用さ れないこ と が見込ま れ
る 公共施設の活用の方向性について、 全市的なま ち づく り 、 中長期
的な視点等を 踏ま えた検討を 行いま す。

所管課 総合政策課

体系

3
実施項目 公共施設の有効活用のための方針の検討

課題
人口減少、 施設ニーズ の変化、 財政的な制約等に対応する ため、 公
共施設を 有効に活用する 必要があり ま す。3

年度計画
数値目標等

計画の見直し 検討 改訂 進捗管理 ⇒ ⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

整理番号 1

内容

点検や個別施設計画に記載し た対策内容等を 反映する など 、 Ｐ Ｄ Ｃ
Ａ サイ ク ルの確立に努め、 計画の不断の見直し ・ 充実を 図り ま す。
ま た、 施設等のユニバーサルデザイ ン 化の推進方針を 盛り 込みま
す。

所管課 総合政策課

体系

3
実施項目 公共施設等総合管理計画の充実

課題
公共施設等の全体を 把握し 、 長期的な 視点を も っ て 、 更新・ 統廃
合・ 長寿命化な ど を 計画的に行う こ と によ り 、 財政負担を 軽減・ 平
準化する と と も に、 公共施設等の最適な配置を 目指し ま す。3
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年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

　 　 　 　 実施

市保有公用車： 116
台（ う ち一括管理：
84台）

　 　 　 　 ⇒

市保有公用車： 116
台（ う ち一括管理：
84台）

　 　 　 　 ⇒

市保有公用車： 116
台（ う ち一括管理：
84台）
○更新計画の見直し

新更新計画を 基に実
施

⇒

体系

3
実施項目 公用車・ 駐車場の適正管理

課題
市有公用車は全体的に老朽化が進んでおり 、 更新計画に基づく 公用
車台数の現状維持が困難な状況であり ま す。3

整理番号 5

内容
公用車更新計画に基づく 計画的な車両の更新を 行い、 公用車の安全
な 運行を 確保する と と も に、 環境負荷の低減を 実現する ためハイ ブ
リ ッ ド 車や電気自動車、 軽自動車の導入を 進めま す。

所管課 総務人事課

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○要件の検討
○公売情報の周知

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

体系

3
実施項目 低・ 未利用財産の適正管理

課題
市民から の関心はある も のの、 墓場跡地や面積要件など の条件面
で、 売却に至る こ と が難し い物件が多く あり ま す。3

整理番号 4

内容
低・ 未利用市有地の現況の確認及び隣接地の実売価格を 検証し 、 実
情に応じ た公売価格・ 購入要件の検討を 行い、 売却を 積極的に進
め、 歳入の確保と 維持管理コ ス ト の削減を 図り ま す。

所管課 総務人事課
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（ ４ ） 地方公営企業・ 第３ セク タ ー等の経営健全化の推進

令和６

年度計画
数値目標等

○施設の維持管理
○汚水処理施設の整
備

　 徴収率： 99. 35％

⇒

徴収率： 99. 40％

⇒

徴収率： 99. 45％

⇒

徴収率： 99. 50％

⇒

徴収率： 99. 55％

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５

整理番号 2

内容

「 下野市生活排水処理構想」 に基づき 、 経済比較を 基本に地域の状
況に応じ た各種汚水処理施設の整備を 推進する と と も に、 「 下水道
事業経営戦略」 に基づき 健全経営を 推進し ま す。
ま た、 使用料収入の滞納対策と し て督促や訪問を 行い、 徴収率の向
上に努めま す。所管課 下水道課

体系

3
実施項目 下水道事業の健全経営の推進

課題

早期の汚水処理施設の概成を 目指し 推進し て いる 一方で、 施設の老
朽化によ る 改修、 維持補修費の増加が見込ま れま す。
ま た、 人口減少によ り 使用料収入の大き な伸びは期待でき ず、 財源
を 確保し つつ計画的に施設整備を 行っ ていく 必要があり ま す。

4

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

実施 ⇒ ⇒ ⇒

整理番号 3

内容

農地バン ク 事業を 活用し 、 経営転換（ リ タ イ ヤ・ 規模縮小） を 図る
農家や農地耕作条件改善事業と 連携し て担い手への農地集積を 目指
し ま す。
指定管理し ている 市民農園の利用率の維持、 生産者と 消費者の交流
事業であ る 農産物収穫体験事業（ 田植え、 稲刈り 、 芋掘り ） や市民
農園ま つり を 支援し ま す。

所管課 農政課

体系

3
実施項目 （ 公財） 下野市農業公社の活性化

課題
農地バン ク 事業を 活用し た人・ 農地プラ ン に基づく 農地の集積・ 集
約を 推進する 必要があ り ま す。4

⇒

徴収率： 98. 9％

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○重要給水施設配水
管更新　 L=1, 212ｍ
○水源整備
○配水管更新

　 徴収率： 98. 5％

○南河内第2配水場
施設更新
○水源整備
○配水管更新

　 徴収率： 98. 6％

○水源整備
○配水管更新

　 徴収率： 98. 7％

⇒

徴収率： 98. 8％

整理番号 1

内容

「 水道施設整備基本計画」 に基づき 施設等の整備・ 更新を 実施し 、
安全で安定し たおいし い水の供給を 図る と と も に、 「 水道事業経営
戦略」 に基づく 健全な 財政運営によ る 経営の安定化を 目指し ま す。
ま た、 水道料金の滞納対策と し て督促や訪問を 行い、 徴収率の向上
に努めま す。所管課 水道課

体系

3
実施項目 水道事業の安定給水の確保と 経営の安定化

課題
水道施設の老朽化が進む一方で、 人口減少によ る 給水収益の減少は
避けら れない状況にあ り ま すが、 財源確保し つつ計画的に施設更新
を 行っ て いく 必要があ り ま す。4
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　 　 　 　 ⇒

○検証・ 見直し

利用者数： 162, 600
名

　 　 　 　 ⇒

利用者数： 165, 100
名

　 　 　 　 ⇒

利用者数： 167, 600
名

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

　 　 　 実施

利用者数： 157, 600
名

　 　 　 　 ⇒

利用者数： 160, 100
名

整理番号 5

内容

地域団体等と の連携やグリ ム 独特の世界観を 効果的に活用する と と
も に、 「 お菓子の家」 のよ り 一層の活用、 グ リ ム の館内の展示等の
工夫、 魅力ある イ ベン ト 等の実施など を 展開し 、 利用者と 収益の拡
大に努めま す。

所管課 生涯学習文化課

体系

3
実施項目 （ 一財） グリ ム の里いし ばし の活性化

課題
グ リ ム の館の利用拡大や集客力強化に向けて 整備し た「 お菓子の
家」 の効果的な 運用を 図る と と も に、 館の改修によ り 利便性を 高め
て いく 中で、 ソ フ ト 面での充実が求めら れま す。4

⇒

年度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

年度計画
数値目標等

○観光事業の効果
的、 効率的な実施
○自主財源の確保努
力
○効果的なシティ
セールス

⇒ ⇒ ⇒

整理番号 4

内容

（ 一社） 下野市観光協会においては、 組織強化を 図り 、 観光事業の
効果的・ 効率的な実施に取り 組むと と も に、 自主財源の確保に努め
ま す。
ま た、 観光協会と 行政の役割分担及び連携によ り 、 効果的にシ
テ ィ ーセールス を 図り ま す。所管課 商工観光課

体系

3
実施項目 （ 一社） 下野市観光協会の活性化

課題
下野市を 知る 人・ 知ら ない人のいずれも 下野市へ呼び込むために、
観光施設や観光イ ベン ト など の情報発信が必要と な り ま す。4
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【 改定履歴】

体系・
整理番号

実施項目 改定内容等 改定年月 頁

1-1-1 協働のし く みづく り の推進

当初は令和5年度ま でに人材バン ク 登録者10名を 目標と し て
いたが令和3年度時点でその目標に達し ており 、 今後、 事業
の活性化のためには登録いただいた方を 積極的に登用する
こ と が必要である と 判断し たため、 目標値を 登用件数に変
更。

令和５ 年７ 月 4

1-1-6 学校運営協議会活動の充実

新規項目追加
【 理由】 学校運営協議会制度への移行に伴い、 地域（ 保護
者・ 地域住民等） と 学校が一体と なっ て子ど も たちを 育む
「 地域と と も にあ る 学校」 を 推進し て いく ため。

令和３ 年２ 月 5

1-2-1 情報発信の強化 Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 6

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 8

コ ン ビ ニ交付サービ ス の実施内容に「 戸籍証明書」 を 追加 令和５ 年１ 月 8

1-3-2
個人番号カ ード を 活用し た自治
体独自のサービ ス の検討

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 8

アプリ 収納の追加、 非対面での納付方法の検討
【 理由】 新し い生活様式を 踏ま え、 納期限内自主納付及び
非対面での納付方法の拡充を 図る ため。

令和３ 年２ 月 9

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 9

2-1-1 定員適正化計画の推進

令和６ 年度目標に、
「 次期定員適正化計画策定に向けた検討」
「 定年延長制度対象者の適正配置及び管理」
を 追加

令和５ 年１ 月 12

2-3-1 行政評価シ ス テム の着実な運用 Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 15

2-3-2
Ｉ Ｃ Ｔ 活用によ る ス マート 自治
体への転換

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 15

2-3-3
庁内文書電子化と 電子決裁の推
進

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 15

2-3-4 文書管理の効率化 Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 16

2-3-6
タ ブレ ッ ト を 活用し た議会Ｉ Ｃ
Ｔ 化の推進

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 16

3-1-2 予算査定の改革
「 課題」 項目について、 合併特例事業債が終了し たため、
特例債に係る 文言を 修正

令和５ 年１ 月 19

3-2-4
公共工事コ ス ト 縮減プロ グラ ム
の推進

令和２ 年度以降の計画内容変更
【 理由】 「 下野市公共工事コ ス ト 縮減プロ グラ ム 」 の目標
期間の終了に伴い、 計画を 前倒し で進める ため。

令和３ 年２ 月 21

3-2-5 市単独給付事業の見直し 項目の内容に「 敬老祝金」 の文言を 追加 令和４ 年２ 月 21

3-2-6 産業振興計画の推進
令和４ 年度以降の計画内容変更
【 理由】 事業工程を 見直し たと こ ろ ス ケジュ ールに一部変
更が生じ たため。

令和３ 年２ 月 21

3-2-7
学校関係情報シス テム 導入事務
の適正化

Ｄ Ｘ 推進に関連する 項目である 旨を 追加 令和４ 年２ 月 22

3-4-1
水道事業の安定給水の確保と 経
営の安定化

令和３ 年度の計画内容変更
【 理由】 水道施設の耐用年数及び「 下野市新水道ビ ジョ
ン 」 に基づく 配水区の再編成を 考慮し た場合、 早期の設備
更新が必要と さ れる ため。

令和３ 年２ 月 25

1-3-1
個人番号カ ード を 利用し たコ ン
ビ ニ交付の拡大

1-3-4 多様な納入方法の検討
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